
- 1 -

○
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
五
十
九
号

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
第
八
十
二
条
（
同
令
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
意
共
済
損
害
認
定
準
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

齋
藤

健

任
意
共
済
損
害
認
定
準
則

第
一

農
業
共
済
組
合
が
行
う
損
害
の
額
の
認
定

１

農
業
共
済
組
合
は
、
農
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
条
第
三

号
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
損
害
を
受
け
た
建
物
又
は
農
機
具
が
当
該
農
業
共
済
組
合
の
法
第

九
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
建
物
を
共
済
目
的
と
す
る
任
意
共
済
（
法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
組

合
（
法
第
七
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
組
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
建
物
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い

て
共
済
金
を
交
付
す
る
事
業
を
含
む
。
以
下
「
建
物
共
済
」
と
い
う
。
）
又
は
農
機
具
を
共
済
目
的
と
す
る
任
意
共
済
（
法

第
百
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
組
合
が
行
う
農
機
具
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
共
済
金
を
交
付
す
る
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事
業
を
含
む
。
以
下
「
農
機
具
共
済
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
て
い
る
建
物
又
は
農
機
具
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
損
害
が
当

該
農
業
共
済
組
合
の
事
業
規
程
に
定
め
ら
れ
た
建
物
共
済
又
は
農
機
具
共
済
の
共
済
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
現
地
に
お
い
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

農
業
共
済
組
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た
後
、
当
該
損
害
を
受
け
た
建
物
又
は
農
機
具
に
つ
き
次
に
掲
げ
る

事
項
を
調
査
し
、
及
び
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
を
算
定
し
た
上
で
、
そ
の
支
払
う
べ
き
共
済
金
に
係
る
損

害
の
額
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

共
済
事
故
の
発
生
す
る
直
前
の
建
物
の
価
額
（
新
価
特
約
の
付
さ
れ
て
い
る
建
物
（
以
下
「
新
価
特
約
付
建
物
」
と
い

う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
再
取
得
価
額
。
第
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
農
機
具
の
新
調
達
価
額

二

建
物
の
う
ち
損
害
を
生
じ
た
部
分
の
価
額
及
び
当
該
部
分
に
つ
き
生
じ
た
損
害
の
程
度
（
新
価
特
約
付
建
物
に
あ
っ
て

は
、
当
該
建
物
の
う
ち
損
害
を
生
じ
た
部
分
の
再
建
築
に
要
す
る
費
用
）

三

農
機
具
を
損
害
を
受
け
る
前
の
状
態
に
復
旧
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
の
最
低
額

四

残
存
物
の
価
額

五

賠
償
金
等
の
有
無
及
び
そ
の
額
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３

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
算
定
は
、
共
済
事
故
の
発
生
す
る
直
前
の
建
物
の
価
額
に
あ
っ
て
は
当
該
建
物
の
再
建
築

に
要
す
る
費
用
を
基
準
と
し
、
当
該
建
物
の
使
用
年
数
、
損
耗
の
程
度
等
を
勘
案
し
て
行
い
、
新
価
特
約
付
建
物
の
再
取
得

価
額
に
あ
っ
て
は
当
該
建
物
の
再
建
築
に
要
す
る
費
用
を
基
準
と
し
て
行
い
、
農
機
具
の
新
調
達
価
額
に
あ
っ
て
は
当
該
農

機
具
と
同
一
の
機
種
で
同
一
又
は
類
似
の
性
能
を
有
す
る
新
規
の
農
機
具
を
取
得
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
を
基
準
と
し
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
調
査
は
、
当
該
共
済
事
故
に
よ
る
損
害
を
補
塡
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
支
払

わ
れ
る
べ
き
全
て
の
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

５

共
済
事
故
が
、
当
該
共
済
事
故
に
係
る
建
物
又
は
農
機
具
を
建
物
共
済
又
は
農
機
具
共
済
に
付
す
こ
と
に
よ
り
成
立
し
た

共
済
関
係
の
存
す
る
者
の
悪
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
生
じ
た
疑
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
農
業
共
済
組
合
は
、
当
該
農
業

共
済
組
合
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
管
轄
す
る
警
察
署
、
消
防
署
又
は
消
防
団
の
長
に
対
し
て
当
該
共
済
事
故
の
原
因
に

つ
き
照
会
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二

都
道
府
県
連
合
会
が
行
う
損
害
の
額
の
認
定

１

都
道
府
県
連
合
会
（
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
法
第
百
七
十
二
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条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
農
業
共
済
組
合
が
第
一
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
行
う
確
認
に
立
ち
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
通
知
さ
れ
た
共
済
事
故
に
係
る
損
害
が
僅
少
で
あ
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

都
道
府
県
連
合
会
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
第
一
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
し
、
同
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
算
定
し
た
上
で
、
組
合
等
が
支
払
う
べ
き
共
済
金
に
係
る
損
害
の
額
を
認
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
算
定
及
び
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

の
調
査
に
は
、
第
一
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３

第
一
の
規
定
は
、
法
第
百
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
連
合
会
が
行
う
建
物
又
は
農
機
具
に
つ
い
て
生
じ

た
損
害
に
つ
い
て
共
済
金
を
支
払
う
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三

全
国
連
合
会
が
行
う
損
害
の
額
の
認
定

１

全
国
連
合
会
（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
全
国
連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
特
定
組
合
又
は
都
道
府
県
連

合
会
か
ら
、
法
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
共
済

事
故
の
種
類
、
そ
の
原
因
及
び
経
過
、
当
該
特
定
組
合
又
は
都
道
府
県
連
合
会
が
支
払
う
べ
き
共
済
金
又
は
保
険
金
の
額
そ
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の
他
当
該
通
知
の
内
容
を
審
査
し
、
必
要
に
応
じ
調
査
し
、
第
二
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
算
定

し
た
上
で
、
保
険
金
又
は
再
保
険
金
の
支
払
請
求
ご
と
に
農
業
共
済
組
合
が
支
払
う
べ
き
共
済
金
に
係
る
損
害
の
額
を
認
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
一
の
規
定
は
、
全
国
連
合
会
が
行
う
建
物
共
済
（
法
第
百
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
建
物
に
つ
い
て
生
じ
た
損

害
に
つ
い
て
共
済
金
を
支
払
う
事
業
を
含
む
。
）
及
び
農
機
具
共
済
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
農
機
具
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害

に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
共
済
金
を
支
払
う
事
業
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四

認
定
の
基
準
の
作
成
等

１

都
道
府
県
連
合
会
は
、
そ
の
組
合
員
で
あ
る
農
業
共
済
組
合
に
対
し
、
第
一
第
二
項
第
一
号
の
共
済
事
故
の
発
生
す
る
直

前
の
建
物
の
価
額
又
は
農
機
具
の
新
調
達
価
額
を
適
正
に
算
定
さ
せ
る
た
め
、
そ
の
算
定
の
基
準
を
作
成
し
、
必
要
な
指
導

を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

特
定
組
合
は
、
第
一
第
二
項
第
一
号
の
共
済
事
故
の
発
生
す
る
直
前
の
建
物
の
価
額
又
は
農
機
具
の
新
調
達
価
額
を
適
正

に
算
定
す
る
た
め
、
そ
の
算
定
の
基
準
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則
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こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


